
告 示

�愛媛県告示第９８号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県総合科学博物館及び愛媛県歴史文化博物館の特別利

用料の収納の事務を次のとおり委託した。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

伊予鉄総合企画株式会社

松山市三番町四丁目９番地５

２ 委託期間

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで

�愛媛県告示第９９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、愛媛県生涯学習センターの特別利用料の収納の事務を次の

とおり委託した。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社レスパスコーポレーション

東温市見奈良１１１０番地

２ 委託期間

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで
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�愛媛県告示第１００号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ
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め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

株式会社
横林農園 愛媛県松山市 愛媛県松山市小山田

甲１０５０番１ほか１筆 ２，２９３

竹 内 守 愛媛県松山市 愛媛県松山市門田町
７９９番１ １，３８７

柳 野 浩 愛媛県北宇和郡松野
町

愛媛県伊予市稲荷乙
１５８番１ ４，１６２

２ 申請年月日

令和元年５月１５日
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�愛媛県告示第１０１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

北宇和郡鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１０３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

�愛媛県告示第１０２号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西条市船屋３５５－９

浅 木 宗 親

西条市船屋甲３４９

森 博 史

西条市船屋甲５２１－１

浅 木 厚 貴
ひ う ち 西条市ひうち漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和元年５月２８日から６月１１日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号
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なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和元年５月２８日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社ダスキンプロダクト中四国

広島県山県郡北広島町大朝字犬追原１３８１７番地８

代表取締役 中島 �志
２ 工場の名称及び所在地

株式会社ダスキンプロダクト中四国愛媛工場

西条市小松町新屋敷甲２０２１番地１

３ 特定施設に関する事項

１－３

４ 汚水等の処理施設に関する事項

３－３

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６７号 洗濯業の用に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり５０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和元年７月１３日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手２日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１．５～１２

最大 １１～１２．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３，０００

最大 ３，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，５００

最大 ４，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６

最大 ７

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及びコンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１４．６メートル 横１４．３メートル
高さ５．４メートル
及び
縦２１．３メートル 横１１．０メートル
高さ１２．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集浮上、生物処理及び活性炭吸着ろ過
処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０

最大 ９～１０．５

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ６５０

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 １，２００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ５

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０１

最大 ３５４

通常 ３０１

最大 ３５４

備考 処理後の汚水等の一部は、再利用する。

設 置 年 月 日 平成２７年４月１３日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び生物処理

処 理 施 設 の 型 式 加圧浮上処理、ろ過及び活性炭処理

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号
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�愛媛県告示第１０４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和元年５月２８日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場大江地区

新居浜市大江町１番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第７４

号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量、排出水の排出系統別の汚染状態及び

量並びに用水及び排水の系統

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 北排水口（既設）

変更なし

� 西排水口（既設）

�愛媛県告示第１０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１５

最大 ２４２

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．７～８．１

最大 ７．５～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．３

最大 １２．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

廃止
窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１５

最大 ０．３９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 １９，２４０

備考 この他に雨水排水口が２７箇所ある。（今回、このうち１箇所の位置を
変更する。）

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

〃 加 藤 譲 新居浜市阿島二丁目２－５７

〃 寺 尾 俊 行 新居浜市阿島三丁目１－４９

〃 岡 田 洋 郷 新居浜市阿島二丁目１－６４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 井 下 八 郎 新居浜市荷内町８－７４

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 猪 川 勝 博 新居浜市阿島二丁目１２－１１

〃 小 西 秀 幸 新居浜市阿島三丁目１－１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

〃 加 藤 譲 新居浜市阿島二丁目２－５７

〃 伊 藤 一 男 新居浜市荷内町１０－３６

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 寺 尾 俊 行 新居浜市阿島三丁目１－４９

〃 岡 田 洋 郷 新居浜市阿島二丁目１－６４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 猪 川 勝 博 新居浜市阿島二丁目１２－１１

〃 小 西 秀 幸 新居浜市阿島三丁目１－１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 村 伊佐雄 新居浜市西喜光地町１番２８号

〃 村 上 統 新居浜市寿町７番９号

〃 星 河 米 一 新居浜市星原町１０番２７号

〃 � 橋 敏 新居浜市外山町９番５０号

〃 � 橋 征 三 新居浜市星原町１３番１６号

監 事 藤 田 幸 隆 新居浜市西喜光地町４番４０号

〃 � 橋 頼 政 新居浜市外山町１７番２３号
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退 任

�������
�愛媛県告示第１０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�������
�愛媛県告示第１１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市氷見土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

〃 仙 波 忠 弘 新居浜市上泉町７番２４号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 村 伊佐雄 新居浜市西喜光地町１番２８号

〃 古 川 良 樹 新居浜市瀬戸町１２番２号

〃 星 河 米 一 新居浜市星原町１０番２７号

〃 � 橋 敬 雄 新居浜市外山町９番４４号

〃 � 橋 征 三 新居浜市星原町１３番１６号

監 事 藤 田 幸 隆 新居浜市西喜光地町４番４０号

〃 村 上 統 新居浜市寿町７番９号

〃 山 内 和 雄 新居浜市星原町９番１５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 河 米 一 新居浜市星原町１０番２７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 橋 敬 雄 新居浜市外山町９番４４号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 杉 本 茂 利 新居浜市一宮町一丁目１４番６１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 山 毅 新居浜市一宮町一丁目７番３７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 紀 敏 新居浜市萩生１９７６－７

〃 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１－１

〃 越 智 秀 延 新居浜市萩生１６７５－２

〃 斉 藤 守 司 新居浜市萩生１９８９

〃 � 橋 禎 二 新居浜市萩生１４４１

〃 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 合 田 有 良 新居浜市萩生１４０８－３

〃 守 谷 秀 隆 新居浜市萩生１５５５－２

〃 曽我部 功 新居浜市大生院１１１－９

〃 大 角 健 治 新居浜市大生院１７５５－５

〃 寺 田 福 光 新居浜市大生院１００２－１

〃 谷 口 幸 隆 新居浜市萩生２１０５－２

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

〃 � 枝 茂 新居浜市萩生１９７０－１１

〃 三 村 雅 信 新居浜市大生院５７－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 紀 敏 新居浜市萩生１９７６－７

〃 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１－１

〃 松 木 一 新居浜市萩生１９８５－１

〃 高須賀 勉 新居浜市萩生１７８４

〃 森 賀 勇 仁 新居浜市萩生１４４４

〃 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 谷 口 巧 新居浜市萩生１３０８－２

〃 伊 藤 隆 新居浜市萩生１４０７－１

〃 曽我部 功 新居浜市大生院１１１－９

〃 大 角 健 治 新居浜市大生院１７５５－５

〃 谷 口 幸 隆 新居浜市萩生２１０５－２

監 事 岡 憲 朗 新居浜市萩生１２９９－１

〃 � 塚 俊 司 新居浜市萩生１８５３

〃 三 村 雅 信 新居浜市大生院５７－４
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�愛媛県告示第１１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市新須賀土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第１１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市橘土地改良区の定款の変更を認可した。

令和元年５月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�������
�愛媛県告示第１１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市�米地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任
した旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

退 任

�愛媛県告示第１１４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第１１６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 砥部寿会 ヘルパーステーションあったか 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１７１番地２ 平成３１年４月３０日 訪問介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 市 徳 治 松山市鷹子町３３７

〃 中須賀 輝 男 松山市�米窪田町１１２０

〃 田 中 正 人 松山市�米窪田町２５３

〃 池 水 武 光 松山市高井町９４２

〃 篠 浦 保 彦 松山市南土居町３１７－３

〃 安 井 宗 和 松山市来住町７７５

〃 仙 波 勝 博 松山市福音寺町５１３－１

〃 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１

〃 乃 万 敏 郎 松山市北�米町６５９

〃 赤 松 豊 文 松山市南�米町２２２

監 事 岡 本 修 松山市北�米町５７７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 良 三 松山市鷹子町乙５９－４

〃 中須賀 輝 男 松山市�米窪田町１１２０

〃 田 中 正 人 松山市�米窪田町２５３

〃 高 市 潔 松山市高井町１０１３－３

〃 篠 浦 保 彦 松山市南土居町３１７－３

〃 三 好 鐵 己 松山市来住町９５３

〃 仙 波 武 松山市福音寺町５６２

〃 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１

〃 岡 本 修 松山市北�米町５７７

〃 赤 松 邦 彦 松山市南�米町３４０

監 事 渡 部 宰 松山市�米窪田町１３２－１

〃 窪 田 昌 訓 松山市南土居町４１７

〃 仙 波 顯 松山市福音寺町５１３－３

〃 赤 松 邦 彦 松山市南�米町３４０

〃 塩 見 喜 録 松山市�米窪田町８３０－３

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

心 臓 機 能 障 害 外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 北 川 哲 也 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

元年５月１日

呼 吸 器 機 能 障 害 内 科 公立学校共済組合四
国中央病院 西 條 敦 郎 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

元年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
肝臓機能障害

外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 金 川 俊 哉 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

元年５月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 麻 生 健 伍 今治市喜田村７丁目１番６号 令和

元年５月１日
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�愛媛県告示第１１７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人里�会土居
内科外科医院 中 村 篤 志 喜多郡内子町平岡甲１３５番地１ 令和

元年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
肝臓機能障害

外 科 医療法人中野クリニ
ック 飯 森 俊 介 東温市志津川１５７７－１ 令和

元年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 喜 多 医 師 会 病 院 中 尾 恭 � 大洲市東大洲１５６３番地１ 令和
元年５月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 安 田 浩 章 四国中央市上分町７８８番地１ 令和

元年５月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 岡 本 薫 学 四国中央市上分町７８８番地１ 令和

元年５月１日

肢体不自由、じん臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害

外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 升 田 智 也 西条市朔日市２６９番地１ 令和

元年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・小腸・肝臓機能障害 内 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 國 分 勝 仁 西条市朔日市２６９番地１ 令和
元年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・小腸・肝臓機能障害 内 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 忽 那 茂 西条市朔日市２６９番地１ 令和
元年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 ZHENG ROBERT 四国中央市上分町７８８番地１ 令和

元年５月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

志 賀 和 子 西 予 市 立 西 予 市 民 病 院 西予市宇和町永長１４７番地１ 鬼 北 町 立 北 宇 和 病 院 北宇和郡鬼北町大字近永４５５
番地１

平成３１年
４月１日

佐 藤 潤 弥 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成３１年

４月１日

� 木 康 平 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成３１年

４月１日

三 宅 啓 介 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成３１年

４月１日

黒 河 健 独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院

宇和島市賀古町２丁目１番３７
号

一般財団法人積善会愛媛十全
医療学院附属病院 東温市南方５６１番地 平成３１年

４月１日

河 内 正 人 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大平１番耕地６３８ 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市東大洲１５６３番地１ 平成３１年
４月１日

吉 田 卓 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 財 団 新 居 浜 病 院 新居浜市松原町１３－４７ 平成３１年

４月１日

山 崎 聖 広 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 公立学校共済組合四国中央病

院 四国中央市川之江町２２３３番地 平成３１年
４月１日

岩 川 和 弘 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－５ 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市２６９－１ 平成３１年

４月１日

寺 井 智 也 一般財団法人積善会愛媛十全
医療学院附属病院 東温市南方５６１番地 公立学校共済組合四国中央病

院 四国中央市川之江町２２３３番地 平成３１年
４月１日

宮 本 裕 介 医療法人沖縄徳洲会宇和島徳
洲会病院

宇和島市住吉町２丁目６番２４
号

松野町国民健康保険中央診療
所

北宇和郡松野町大字延野 １々４
０６番地第４

平成３１年
４月１日

光 長 栄 治 一般財団法人積善会愛媛十全
医療学院附属病院 東温市南方５６１番地 西 予 市 立 西 予 市 民 病 院 西予市宇和町永長１４７番地１ 平成３１年

４月１日

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号
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�愛媛県告示第１１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

瀬戸町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�愛媛県告示第１２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 大 洲 病 院 田 口 康 智 大洲市西大洲甲５７０番地 平成
３１年３月２９日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 上 甲 武 志 東温市志津川 平成

３１年４月１日

ぼうこう又は直腸・じん蔵機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 柳 原 豊 東温市志津川 平成
３１年４月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 小 川 佳 華 東温市志津川 平成

３１年４月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 石 丸 泰 光 東温市志津川 平成

３１年４月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 浅 山 理 恵 東温市志津川 平成
３１年４月１日

聴覚障害、平衡・音声・言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 佐 藤 恵里子 東温市志津川 平成
３１年４月１日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 消化器内科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 上 野 義 智 東温市志津川 平成
３１年４月１日

呼 吸 器 機 能 障 害 内 科
独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

堀 川 慶 一 宇和島市賀古町２丁目１番３７号 平成
３１年４月２日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 森 蓉 子 東温市志津川 平成

３１年４月５日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 津 田 貴 史 西条市朔日市２６９－１ 平成

３１年４月８日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 田 中 孝 明 新居浜市王子町３番１号 平成
３１年４月１７日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 住 友 別 子 病 院 宮 本 なつみ 新居浜市王子町３番１号 平成
３１年４月１７日

聴覚障害、平衡・音声・言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 鵜�森 徹 東温市志津川 平成
３１年４月１８日

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 真 田 重 信 西宇和郡伊方町川之浜１１２９番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 佐々木 利 幸 西宇和郡伊方町川之浜１０６９番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町須下１４１－６から

同町須下１４１－６まで

旧 ４．４～１１．１ ０．０１８

新 ４．４～３５．８ ０．０１８

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号
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�愛媛県告示第１２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県電気通
信支部 黒 石 敬 博 会 計 責 任 者 河 野 隆 篠 原 浩 邦 平成３１年４月１日

〃 嵐田之浜岩松線
宇和島市津島町田颪３９８－３から

同町田颪３９９－２まで

旧 ４．６～６．０ ０．０１５

新 ４．６～１７．２ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町須下１４１－６から

同町須下１４１－６まで
令和元年５月２８日

〃 嵐田之浜岩松線
宇和島市津島町田颪３９８－３から

同町田颪３９９－２まで
〃

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務の委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成３１年３月２８日

住友電工システムソリ
ューション株式会社大
阪支社
大阪府大阪市西区土佐
堀二丁目２番４号

５７，２４０，０００円 一般競争入札 平成３１年２月１５日

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

渡部えみ後援会 渡 部 惠 美 八 束 直 司 伊予郡松前町徳丸３９２－２ 平成３１年４月２日

曽我部秀司後援会 曽我部 秀 司 市 川 真 実 伊予郡松前町大字筒井４２６－１２ 平成３１年４月１９日

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に

基づき、同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報

告書の要旨を次のとおり公表する。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

� 平成３０年分

ア 政党支部

政治団体の名称 自由民主党愛媛県伊予郡第二支部

報告年月日 Ｈ３１．２．１５

１ 収 入 総 額 １，００８，５８０円

前年繰越額 １，００８，５８０円

２ 支 出 総 額 ６８１，３１０円

３ 翌 年 繰 越 額 ３２７，２７０円

４ 支 出 の 内 訳

経常経費 １０３，６８０円

備品・消耗品費 ３２，５６０円

事務所費 ７１，１２０円

政治活動費 ５７７，６３０円

組織活動費 ５７７，６３０円

イ その他の政治団体

政治団体の名称 村上要後援会

報告年月日 Ｈ３１．１．３１

１ 収 入 総 額 ５４２，０７３円

前年繰越額 ３３９，７５１円

本年収入額 ２０２，３２２円

２ 支 出 総 額 ２８６，６３４円

３ 翌 年 繰 越 額 ２５５，４３９円

４ 本年収入の内訳

寄附 ２０２，３１４円

個人分 ２０２，３１４円

その他の収入 ８円

１件１０万円未満のもの ８円

５ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

石水 均 １７０，０００円 今 治 市

年間５万円以下のもの ３２，３１４円

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２６５，４２８円

人件費 ２１４，５６０円

備品・消耗品費 ５０，８６８円

政治活動費 ２１，２０６円

組織活動費 ２１，２０６円

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に

基づき、同法第１７条第１項の規定による政治団体の収支に関する報

告書の要旨を次のとおり公表する。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

政治団体の収支報告書の要旨

第１７条関係

� 平成３１年中解散に係るもの

ア 政党支部

政治団体の名称 自由民主党愛媛県伊予郡第二支部

報告年月日 Ｈ３１．４．９（Ｈ３１．４．５解散）

１ 収 入 総 額 ３２７，２７０円

前年繰越額 ３２７，２７０円

２ 支 出 総 額 ３２７，２７０円

３ 支 出 の 内 訳

政治活動費 ３２７，２７０円

組織活動費 ３２７，２７０円

イ その他の政治団体

政治団体の名称 村上要後援会

報告年月日 Ｈ３１．４．２６（Ｈ３１．４．２１解散）

１ 収 入 総 額 ３２０，３３９円

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

兵頭竜後援会 別 宮 静 会 計 責 任 者 渡 邊 幸 司 岡 田 和 彦 平成３０年４月１日

中野ひろし後援会 中 野 静 代 表 者 中 野 静 中 野 勲 平成３１年４月６日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県伊予郡第二支部 住 田 省 三 平成３１年４月５日

村 上 要 後 援 会 福 田 和 志 平成３１年４月２１日

た け だ ひ ろ ゆ き 後 援 会 竹 田 裕 之 平成３１年４月２２日

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号
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前年繰越額 ２５５，４３９円

本年収入額 ６４，９００円

２ 支 出 総 額 ３２０，３３９円

３ 本年収入の内訳

寄附 ６４，９００円

個人分 ６４，９００円

４ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

年間５万円以下のもの ６４，９００円

５ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２８４，５４６円

人件費 １８６，２００円

備品・消耗品費 ９８，３４６円

政治活動費 ３５，７９３円

組織活動費 ３５，７９３円

政治団体の名称 たけだひろゆき後援会

報告年月日 Ｈ３１．４．２６（Ｈ３１．４．２２解散）

１ 収 入 総 額 ８７，６００円

本年収入額 ８７，６００円

２ 支 出 総 額 ８７，６００円

３ 本年収入の内訳

寄附 ８７，６００円

個人分 ８７，６００円

４ 寄 附 の 内 訳

（個人分）

竹田 裕之 ８７，６００円 新 居 浜 市

５ 支 出 の 内 訳

政治活動費 ８７，６００円

組織活動費 ８７，６００円

�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成３１年４月２日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

令和元年５月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ 老人ホーム

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

寿山苑 特別養護老

人ホーム

今治市波方町養老

甲１００６

平成１１年６

月８日

寿山荘 軽費老人ホ

ーム

今治市波方町養老

甲１００６

平成１１年６

月８日

省略 省略

４・５省略 ４・５省略

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

岩渕はるき後援会 岩 渕 治 樹 岩 渕 さき子 八幡浜市広瀬二丁目２－２２

鎌田浩後援会 鎌 田 浩 鎌 田 浩 八幡浜市保内町須川１９－１

佐々木ふみひと後援会 佐々木 幸 生 佐々木 仁 美 南宇和郡愛南町御荘長洲３７１

信宮徹也後援会 井 上 浩 一 楠 健 明 西予市宇和町小野田５７５

�田幸也後援会 芝 敬 一 橋 本 四 郎 北宇和郡鬼北町大字中野川５０８

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号

８１



正 誤

�正 誤

平成３１年４月２６日付け第３０７２号愛媛県選挙管理委員会告示第４７号

（政治活動に関する規程の一部改正）中

�������
�正 誤

令和元年５月１０日付け第２号愛媛県告示第２４号（土地改良区役員

の就退任の届出）中

高橋章哲後援会 真 鍋 知 巳 � 橋 充 代 西条市大町１０１９－７

武田まさし後援会 武 田 幸 � 武 田 淑 江 大洲市阿蔵甲１６８０

ひだかふさよし後援会 飛 鷹 義 仁 宮 崎 博 四国中央市寒川町３０９３－１

古川たかとし後援会（ふるさと桜井を愛する会） 古 川 孝 利 古 川 孝 利 今治市桜井五丁目７－１５

まきの洋子後援会 槇 野 洋 子 槇 野 敏 生 宇和島市恵美須町一丁目４－２２

みんなできさいやの会 兵 頭 肇 藤 堂 典 子 宇和島市津島町岩松甲５６１－１

みんなの声がいちばん大事 浜 本 泰 � 中 川 実 松山市土居田町７４７－３

結び！つながる！永易ひでき後援会 永 易 光 永 易 節 子 新居浜市松の木町６－３９

山本さだひこ後援会 山 本 定 彦 濱 住 一 嘉 宇和島市吉田町法花律６－５６－１

吉川ゆうこ後援会事務所 吉 川 優 子 稲 垣 聖 治 宇和島市本町追手二丁目２－１

ページ 箇 所 誤 正

３５１ 告示番号 �愛媛県選挙管理委員
会告示第４７号

�愛媛県選挙管理委員
会告示第４８号

ページ 箇 所 誤 正

１４
愛媛県告示第
２４号中
７行目

就任 退任

１５
愛媛県告示第
２４号中
１行目

退任 就任

令和元年５月２８日 発行

愛 媛 県 報令和元年５月２８日 第７号

８２


